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年 月 日 年 月 日

年 月 日
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寮

印

印 ㎜ ｍ³
年 月

（ ） ㎜ ｍ³

審　査 書類仮受付

様式第1号　（第2条・2条の3関係） 水道技術管理者 工事承認 工 　事　 設 　計 　審　 査 水道OAシステム入力処理欄

整理番号給水データ 料金データ

給水装置（新設・改造・撤去）工事申込書 専用栓番号

・　　・ ・　　・ ・　　・ ・　　・ ・　　・ ・　　 ・ ・　　・

取出のみ・臨時・参考メーター・共用栓・受水槽以下
課　長 グループリーダー 主担当 副　担　当

・　　・ ・　　・ ・　　・
　　（宛先）狭山市長

⑪
工事事業者
（委任代理人）

指定番号 （　　　　　　　　　） 完成検査日 令和

　　狭山市水道事業給水条例第4条に基づき、関係書類を添えて申し込みます。 住所 　　水道利用加入金及び手数料等処理事項

 ①申込日 令和 年 月 日 氏名 納入通知書 　番号

 ②申込者

 〒 TEL

△

 　 氏名（法人名） 免状の交付番号 小計

金　　　額

 　 住所

⑫
主任技術者

   この給水装置工事申込書については事前調査及び現場調
   査を実施し、事実と相違ないことを確認しました。

新設水道利用加入金

 　　　 フリガナ 　
既設水道利用加入金

（　　　　　） 項　　目 口径 個数

 地番：狭山市  住所 合計金額

設計審査手数料

 住所：狭山市

⑬
給水装置
所 有  者

 〒 工事検査手数料

 　 TEL （　　　　　　） 氏名

 　フリガナ

取出検査
番号

 ④工事予定期間 令和 令和  氏名（法人名）

建物の名称 階数 世帯

 ③
 工事場所
  （登記簿上表示）

加入金納入済み 未納

 ⑤
 前面道路

国道 市道 砂利 占用路線名（　　　　　　　　  　 　　）  TEL （　　　　　　）

中
間
検
査

分水  撤去 分水  撤去

（　　　　㎜） 年　　月　　日

既存 臨時

口径変更 申請メーターの種類 配水管 立会い　　写真 配水管 立会い　　写真県道 私道 舗装 占用許可番号（　　　　　　　　　　　）
⑭
水道メ-タ-
概　　　　要

口径

　新設 増径 減径 （　　　　㎜） 年　　月　　日 ⑥
 給水方式

直結 直結・増圧併用 増圧・受水槽併用

直結増圧 受水槽 直結・増圧・受水槽併用

 ⑦受水槽
　　概　 要

専用水道 簡易専用水道 小規模貯水槽水道 参考 子

撤去 分岐管 検
査
印

分岐管 検
査
印（　　　　㎜） （　　　　㎜）

番号 料金担当

協定締結日 令和 ⑮
既存加入権
使　   　 用

専用栓番号 口径 水道メーター番号 臨
時
出
入
庫

口径

取付

協定書番号 設置容量 有効容量

ｍ³

 ⑧
 申請概要

臨時 共用栓（受水槽以下・ポンプ以下） 取外 ｍ³

建売分譲 専用住宅 公共施設 民間施設 　　注意：既存加入権で既存管を使用しない場合は、既存給水装置の撤去
             が条件です。別紙に撤去図を記入してください。マンション・アパート 店舗・事務所 飲食店

散水栓・市街化区域 散水栓・市街化調整区域
臨　時
水　道
料　金
支払者

  住所・〒

併用住宅   氏名

月
工場 医療機関 学校等 その他 （　　　）

⑯所有権変更 令和 年
開発事業 受託工事 道路位置指定 新設水道メーター出庫
公共事業 区画整理事業 所

有
者
の
同
意

　⑰
　土地・家屋

日 （売買・名変）
  ＴＥＬ （　　　　　）

住所 新品 取付指針

既存加入権使用 既設取出管使用 公共移転減免 氏名 口径 番号

井戸水併用 井戸水切替 私設消火栓 　⑱
　給水管の分岐

住所

 ⑨
 埋設協議

ガス 下水道 電気 電話 県水 井戸 氏名

⑲
添
付
書
類

住宅地図（案内図） 家屋所在証明書 検定満期日

 ⑩誓約

 ・公道部分の施設については、狭山市水道事業給水例第6条第2項に
　基づき、その所有権はすべて市に帰属します。
 ・水道メーターは常に検針ができる状態の位置に設置します。
　尚、駐車スペースに設置する場合は、車両の下にならない位置に設置
　し、検針が可能な位置とします。

配給水管図（マッピング） 開発審査課念書 既設水道メーター入庫
建築確認済証・平面図写し

協議先TEL (　　　　　　) 担当者

直結・増圧関係書類 工事承認願

水理計算書 その他

念書・同意書・誓約書 修繕Ａ　　　修繕Ｂ　　　継続　　　廃棄 取外指針

事前協議関係書類 工事変更中止届 口径 番号

Ａ　B 冊番 地図
※１

 給水装置工事申込書を仮受付したものであり、給水装置工事の実施に
 ついては、工事承認を得てから着手となります。ご注意ください。

⑳注意
　※指定給水装置工事事業者は工事完成検査合格後に
　 　本申請書及び完成届の写しを申込者にお渡しください。

検針地区 お客様番号

4

1
2

3

5

6


